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京柳符地球温暖化対策条例施行f_gl第10条第1'該 当事業者 (大焼模エネルギー使用事業寄 (原油に換蘇して1,590キヨリントル以上)〉
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号該当事業者 (その他の温室4b果ノスの大規模排出事業者 (二闘 ヒ炭豪に挨祭して3,000トン以

平成  18年   4 月  ～  詢 曖    20年      3月

てきた。引き続きエネルギー消費効率の改善に多めたい。
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